
内
閣
衆
質
一
五
九
第
六
八
号

平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
省
庁
お
よ
び
特
殊
法
人
と
民
間
事
業
者
と
の
適
正
な
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

六

八

号



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
省
庁
お
よ
び
特
殊
法
人
と
民
間
事
業
者
と
の
適
正
な
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
情
報
誌
「
選
択
」
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
間
に
購
入
し
て
い
る
府
省
等
及
び

当
該
府
省
等
に
お
け
る
購
入
部
数
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
購
入
し
て
い
る
理
由
は
、
政
策
立
案
等
職
務
遂
行
に
当

た
っ
て
の
参
考
と
な
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
等
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

日
本
道
路
公
団
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
情
報
誌
「
選
択
」
の
購
入
部
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
が
三

部
、
平
成
十
四
年
度
が
二
部
及
び
平
成
十
五
年
度
が
二
部
と
の
こ
と
で
あ
り
、
購
入
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
経
済
・

社
会
動
向
等
情
報
把
握
の
た
め
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
御
指
摘
の
「
保
健
活
動
の
た
め
の
便
利
手
帳
」

（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
際
に
は
、
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
、
厚
生
労
働
省
等
の
関
係
者
が
集

一



ま
っ
て
、
打
合
せ
が
行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
の
職
員
と
し
て
打
合
せ
に
参
加
し
た
者
に
聴
取
し
た
と
こ

ろ
、
打
合
せ
の
内
容
は
、
手
帳
に
関
す
る
基
本
的
な
編
集
の
方
針
を
決
め
る
こ
と
で
あ
り
、
開
催
日
等
に
つ
い
て
は
別
表
第

二
の
と
お
り
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
交
通
費
や
監
修
料
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
四

年
に
お
け
る
打
合
せ
に
つ
い
て
は
「
打
合
せ
に
一
度
出
席
し
、
交
通
費
や
監
修
料
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
は
覚
え
て
い

る
が
、
開
催
日
や
場
所
に
つ
い
て
は
確
か
な
記
憶
が
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
参
加
し
た
職
員
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
勤
務
時
間
外
に
手
帳
の
原
稿
の
作
成
及
び
確
認
を
行
っ
て
い
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
は
、
監
修
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
癒
し
と
安
ら
ぎ
の
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
以
下
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
本
医
科
大

学
常
務
理
事
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
実
行
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
る
岩
崎
榮
氏
か
ら
、
平
成
十
四
年
及
び
平
成
十
五
年
の

二
回
に
わ
た
り
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
後
援
名
義
の
使
用
の
許
可
に
つ
い
て
申
請
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
厚
生
労
働

二



省
と
し
て
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
趣
旨
が
、
「
癒
し
と
安
ら
ぎ
の
環
境
賞
」
の
授
与
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
を
通
じ

い
や

て
、
医
療
施
設
等
が
患
者
に
と
っ
て
癒
し
と
安
ら
ぎ
の
環
境
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
の
視
点
に
立
っ

た
安
心
か
つ
良
質
な
医
療
の
提
供
の
推
進
等
を
図
る
上
で
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
援
名
義
の
使
用
を
許

可
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
後
援
名
義
の
使
用
を
許
可
し
た
こ
と
に
よ
り
、
医
療
関
係
者
へ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
趣
旨

の
普
及
に
資
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
、
「
行
事
等
に
係
る
厚
生
労
働
省
名
義
の
使
用
の
許
可
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年

三
月
二
十
九
日
付
け
総
発
第
四
十
九
号
大
臣
官
房
総
務
課
長
通
知
）に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
事
の
う
ち
、

そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
て
積
極
的
に
援
助
す
る
価
値
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
後
援
の
対
象
と
し
て
い
る
。

�

国
の
行
政
機
関
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
又
は
厚
生
労
働
省
関
係
団
体
が
主
催
す
る
行
事

�

市
町
村
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
）
が
主
催
す
る
行
事
で
あ
っ
て
、
先
駆
的
か
つ
モ
デ
ル

的
な
も
の

三



�

新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
等
の
報
道
機
関
そ
の
他
の
民
間
団
体
が
主
催
す
る
行
事
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の

区
域
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
東
京
都
若
し
く
は
指
定
都
市
が
所
在
す
る
道
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

四
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